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衆
議
院
議
員
河
野
太
郎
君
提
出
東
京
電
力
の
電
力
料
金
引
き
上
げ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

電
力
小
売
自
由
化
部
門
の
需
要
家
（
以
下
単
に
「
需
要
家
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
電
気
料
金
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業

法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
は
必
要
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
値
上
げ
の
方
法
も

含
め
て
電
気
事
業
者
と
需
要
家
と
の
間
の
契
約
に
よ
り
決
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（

以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
需
要
家
に
対
す
る
電
力
料
金
の
値
上
げ
を
行
う
場
合
に
は
、
個
々
の
需
要
家

に
対
し
て
適
切
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
理
解
を
得
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
東
京
電
力
が
現

在
の
契
約
の
契
約
期
間
満
了
ま
で
は
値
上
げ
を
拒
否
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
需
要
家
に
対
し
て
説
明
を
せ
ず
に
、
契
約
期
間

満
了
前
に
値
上
げ
を
行
う
こ
と
に
需
要
家
が
異
議
を
唱
え
な
け
れ
ば
同
意
し
た
と
み
な
す
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
適
切

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

電
気
事
業
者
と
需
要
家
と
の
間
の
契
約
の
内
容
を
公
表
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
各
契
約
当
事
者
に
お
い
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
電
気
事
業
者
と
の
間
の
契
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
公
共
調
達
の
適
正
化
に
つ
い

一



て
」
（
平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日
付
け
財
計
第
二
〇
一
七
号
財
務
大
臣
通
知
）
に
お
い
て
、
政
府
は
契
約
相
手
方
や
契
約

額
等
契
約
に
係
る
情
報
を
原
則
と
し
て
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

東
京
電
力
に
お
い
て
は
、
需
要
家
に
対
し
、
現
在
の
契
約
の
契
約
期
間
が
満
了
し
た
後
、
当
該
契
約
と
同
一
の
条
件
で
電

気
の
供
給
を
引
き
続
き
行
う
義
務
は
な
い
が
、
一
定
期
間
後
に
一
律
的
か
つ
機
械
的
に
供
給
を
停
止
す
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
く
、
柔
軟
な
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
電
力
に
お
い
て
は
、
需
要
家
が
希
望
す
る
場

合
に
は
、
東
京
電
力
が
交
渉
に
よ
り
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
の
電
気
料
金
等
に
つ
い
て
定
め
た
電
気
事
業
法
上
の
最
終

保
障
約
款
に
基
づ
く
電
気
の
供
給
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

二


